
日本原燃株式会社再処理事業所再処理事業変更許可申請書 

に関する審査の結果の案の取りまとめ 

～有毒ガス防護に係る規制を踏まえた変更等～ 

 
令和４年８月３１日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．趣旨 

本議題は、次のとおり付議し、及び諮るものである。 

・再処理事業変更許可申請書に関する審査の結果の案の決定について付議 
・原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の実施の決定について付議 

・科学的・技術的意見の募集に関する原子力規制庁の方針を了承することにつ

いて諮る 

 

２．審査の結果の案の取りまとめについて 

令和３年４月２８日に日本原燃株式会社（以下「申請者」という。）から核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６

６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４４条の４第１項の規定に基づき

再処理事業所再処理事業変更許可申請書が提出された。また、令和４年７月２

５日に、申請者から同申請の補正書が提出された。 

本申請について、審査会合等において審査を進めてきたところ、原子炉等規

制法第４４条の４第３項において準用する同法第４４条の２第１項各号のい

ずれにも適合しているものと認められることから、別紙１のとおり審査の結果

の案として取りまとめることを決定いただきたい。 

 

３．原子力委員会への意見聴収 

原子炉等規制法第４４条の４第３項において準用する同法第４４条の２第

２項の規定に基づき、別紙２のとおり同条第１項第１号に規定する基準の適用

について原子力委員会の意見を聴くことを決定いただきたい。 

 

４．経済産業大臣への意見聴取 

原子炉等規制法第７１条第２項の規定に基づき、別紙３のとおり経済産業大

臣の意見を聴くことを決定いただきたい。 

 

５．科学的・技術的意見の募集（案の〇で委員会了承）（案） 

日本原燃株式会社再処理事業所再処理施設については、新規制基準適合性に

係る再処理事業所再処理事業変更許可の際、その審査書案に対する科学的・技
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術的意見の募集を行った（令和２年５月１４日から３０日間）。 

今回の申請に係る審査書案を取りまとめるにあたっては、 

（案の１）：別紙１の添付の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を

行う。 

（案の２）：別紙１の添付の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を

行わない。 

 

６．今後の予定 

（案の１の場合） 

原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果並びに審査書案に対す

る科学的・技術的意見の募集の結果を踏まえ、原子炉等規制法第４４条の４第

１項の規定に基づく当該変更許可申請に対する許可処分の可否について判断

をいただきたい。 

（案の２の場合） 

原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果、基準の適用や許可する

ことについて特段の意見がなければ、原子炉等規制法第４４条の４第１項の規

定に基づく変更の許可を、文書管理要領別表第３（１）事項番号７３により原

子力規制庁長官の専決処理により行うこととしたい。また、専決処理結果につ

いては、他の専決処理案件を含め、報告を行うこととしたい。 

 

＜別紙、参考＞ 

別紙 1 日本原燃株式会社再処理事業所再処理事業変更許可申請書の核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合につい

て（案） 

添付 日本原燃株式会社再処理事業所における再処理の事業の変更許可申請書に

関する審査書（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４

４条の２第１項第２号及び第４号関連）（案） 

 

別紙 2 原子力委員会宛て 日本原燃株式会社再処理事業所における再処理の事業の

変更許可に関する意見の聴取について（案） 

 

別紙 3 経済産業大臣宛て 日本原燃株式会社再処理事業所における再処理の事業の

変更許可に関する意見の聴取について（案） 

 

参考 1 参照条文 

参考 2 六ヶ所再処理施設及び廃棄物管理施設事業変更許可申請に係る審査結果（案）

の概要 
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【別紙 1】 

 
 

 

日本原燃株式会社再処理事業所再処理事業変更許可申請書の核原料物 

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準 

への適合について（案） 

 

番 号 

年  月  日 

原子力規制委員会  

 

令和３年４月２８日付け２０２１再計発第６５号（令和４年７月２５日付け２０２

２再計発第１１２号をもって一部補正）をもって、日本原燃株式会社 代表取締役社

長 社長執行役員 増田 尚宏から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４４条の４第１項の規

定に基づき提出された再処理事業所再処理事業変更許可申請書に対する同条第３項

において準用する法第４４条の２第１項各号に規定する基準への適合については以

下のとおりである。 

 

１．法第４４条の２第１項第１号 

本件申請については、引き続き従来どおり、以下のことから、再処理施設が平和

の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

・申請者は、原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）にのっとり、厳に平和

利用に限り再処理事業を行うとしていること。 

・申請者は、「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」（平成３０年

７月原子力委員会決定）を踏まえ再処理事業を行うとしていること。 

・申請者が行う再処理事業については、原子力発電における使用済燃料の再処理

等の実施に関する法律（平成１７年法律第４８号）に基づき、経済産業大臣に

より設立の認可を受けた使用済燃料再処理機構（以下「機構」という。）が行う

業務の一部が委託されるものであり、機構と申請者は現に使用済燃料再処理役

務委託契約（以下「役務契約」という。）を締結しており、申請者は役務契約に

基づき再処理事業を行うとしていること。なお、機構は、業務開始に際して、

使用済燃料再処理等実施中期計画を定め、経済産業大臣の認可を受けることと

され、経済産業大臣は、同計画の認可にあたり原子力委員会の意見を聴くこと

とされているところ、同計画は既に認可されている。 

・申請者は、使用済燃料から分離されたウラン酸化物及びウラン・プルトニウム

混合酸化物は原子炉の燃料として平和の目的に限り利用するために、機構との

役務契約に基づき特定実用発電用原子炉設置者に引渡すとしていること。 
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２．法第４４条の２第１項第２号 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の再処理の事業を適確に遂

行するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

３．法第４４条の２第１項第３号 

本件申請については、工事を伴わず、追加の資金の調達は発生しないこと、また、

事業遂行のための資金調達等については従来どおりで変更がないことから、申請者

には本件事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があると認められる。 

 

４．法第４４条の２第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、

使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであ

ると認められる。 

 

５．法第４４条の２第１項第５号 
本件申請については、再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４４条第２項第９号の体制が原

子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると認められる。 
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（案） 
 

日 本 原 燃 株 式 会 社 再 処 理 事 業 所 に 

お け る 再 処 理 の 事 業 の 変 更 許 可 

申 請 書 に 関 す る 審 査 書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第

４４条の２第１項第２号及び第４号関連） 
 
 
 
 

 

 

 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

  

【添付】 
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Ⅰ はじめに 

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４４条の４第１項の規

定に基づいて、日本原燃株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「再処理事業所再処理事業変更許可申

請書」（令和 3 年 4 月 28 日申請、令和 4 年 7 月 25 日補正。以下「本申請」とい

う。）の内容が、以下の規定に適合しているかどうかを審査した結果を取りまと

めたものである。 

（１）原子炉等規制法第４４条の４第３項の規定により準用する同法第４４条の

２第１項第２号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力その他の再処理の事業を適確に遂行するに足

りる技術的能力があること。） 

（２）同項第４号の規定（再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、使用

済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物による災害の防

止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合する

ものであること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４４条の２第１項第１号の規定（再処理施設が平和の

目的以外に利用されるおそれがないこと。）、同項第３号の規定（再処理の事業を

適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。）及び同項第５号の規定（同法

第４４条第２項第９号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合する

ものであること。）に関する審査結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４４条の２第１項第２号の規定に関する審査においては、

「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」（平成 16 年 5 月 27 日原子

力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」という。）及び「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（原管研発第

1311277 号（平成 25年 11 月 27 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故

等防止技術的能力基準」という。） 

（２）同項第４号の規定に関する審査においては、「再処理施設の位置、構造及

び設備の基準に関する規則」（平成 25 年原子力規制委員会規則第 27 号。以

下「事業指定基準規則」という。）及び「再処理施設の位置、構造及び設備の

8



2 
 

基準に関する規則の解釈」（原管研発第 1311275 号（平成 25 年 11 月 27 日原

子力規制委員会決定）。以下「事業指定基準規則解釈」という。） 

 

また、本審査においては、「Ⅱ 変更の内容」を踏まえ、規制委員会が定めた以

下のガイド等を参考とするとともに、その他法令で定める基準、学協会規格、事

業指定基準規則解釈に示した審査指針等も参照した。 

（１）有毒ガス防護に係る影響評価ガイド（原規技発第 1704052 号（平成 29 年

4 月 5 日原子力規制委員会決定）。以下「影響評価ガイド」という。） 

（２）原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

（平成 21・07・27 原院第 1 号（平成 21 年 8 月 12 日原子力安全・保安院）） 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅲ 再処理の事業を適確に遂行するための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設並びに重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係

る技術的能力」には、事業指定基準規則第１条第２項第４号の安全機能を有する

施設（以下「設計基準対象施設」という。）※1及び重大事故等対処施設に適用され

る事業指定基準規則の規定への適合性並びに重大事故等防止技術的能力基準へ

の適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、規制委員会としての結論を示した。 

 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り事業指定基準規則のものである。 

 

  

 
※1 「安全機能を有する施設」は、再処理施設の運転時、停止時、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事

故時において、再処理施設の安全性を確保するために必要な機能を有する施設であり、新たに設ける重大

事故等対処施設との区別が明確になるように、本審査書においては「設計基準対象施設」と読み替える。 
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Ⅱ 変更の内容 

申請者は、以下のとおり変更するとしている。 

１．事業指定基準規則等の改正に伴い、制御室（中央制御室並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室をいう。以下同じ。）、緊急時対策所等につい

て、有毒ガスの発生に対する防護方針を明確にする。 

２．低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

（以下「第２低レベル廃棄物貯蔵設備」という。）及びその関連設備である火災

防護設備、放射線サーベイ機器、運転予備用ディーゼル発電機等（以下「第２

低レベル廃棄物貯蔵設備等」という。）について、日本原燃株式会社再処理事業

所廃棄物管理施設（以下「廃棄物管理施設」という。）と共用する。 
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Ⅲ 再処理の事業を適確に遂行するための技術的能力 

原子炉等規制法第４４条の２第１項第２号は、再処理事業者に重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の再処理の

事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、再処理の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力についての

審査結果を記載している。なお、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力についての審査結果は、「Ⅳ 設計基準対象施設並

びに重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」で記載している。 

 

申請者は、本申請に係る再処理の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力に関

して、再処理施設の設計及び工事並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、

経験、品質保証活動、技術者に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・配置に係

る方針を示している。 

 

規制委員会は、本申請の内容を確認した結果、変更内容が令和 2 年 7 月 29 日付

け原規規発第 2007292 号をもって許可した再処理事業所再処理事業変更許可申請

書（以下「既許可申請書」という。）から、設計及び工事の業務の実施者、技術者数

等を本申請時点とするものであり、既許可申請書の審査において確認した方針から

変更がないものであることから技術的能力指針に適合するものと判断した。 
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Ⅳ 設計基準対象施設並びに重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係

る技術的能力 

本章においては、本申請での変更の内容について、設計基準対象施設並びに重大

事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力に関して審査した結果を以

下の変更の内容ごとに記載している。 

１．有毒ガスの発生に対する防護方針 

２．第２低レベル廃棄物貯蔵設備等の共用 

 

 

Ⅳ－１ 有毒ガスの発生に対する防護方針 

平成 29 年 4 月に施行された「再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関

する規則等の一部を改正する規則」（平成 29 年原子力規制委員会規則第６号）によ

り、事業指定基準規則が改正され、有毒ガス防護に係る要求が追加された。この際、

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の

解釈等の一部改正について」（原規技発第 1704051 号（平成 29 年 4 月 5日原子力規

制委員会決定））により、事業指定基準規則解釈及び重大事故等防止技術的能力基

準が併せて改正されている。 

当該改正により、事業指定基準規則は、制御室及びその近傍、緊急時対策所及び

その近傍、並びに有毒ガスの発生源の近傍において、工場等内における有毒ガスの

発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御

室及び緊急時対策所において自動的に警報するための装置を設けることを要求し

ている。 

また、重大事故等防止技術的能力基準は、有毒ガス発生時の制御室の運転員、緊

急時対策所において重大事故等に対処するために必要な要員及び重大事故等対処

上特に重要な操作を行う要員（以下「運転・対処要員」という。）の防護措置に係る

手順及び体制の整備として、必要な措置を講じることが手順書に定められているこ

とを要求している。 

本再処理施設（日本原燃株式会社再処理事業所再処理施設をいう。以下同じ。）

については、多様な化学薬品を取り扱う等の特徴を有していることから、既許可申

請書において化学薬品の漏えい等に伴う有毒ガスも考慮して設計することとして

いる。 

このため、本審査においては、本再処理施設の有毒ガス防護に係る設計方針につ

いて、既許可申請書における設計方針の体系を踏まえて上述の改正内容に係る対応

状況を確認する必要がある。 

 

規制委員会は、有毒ガス防護に係る申請者の設計基準対象施設並びに重大事故等
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対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力を、関連する事業指定基準規則及び

重大事故等防止技術的能力基準の要求に沿って以下のとおり審査した。 

 

１．有毒ガスに対する設計方針（第９条及び第１２条関連） 

有毒ガスの発生源について、敷地内外において貯蔵されている化学物質で有毒

ガスを発生させるおそれのあるもの（構成部材と反応する場合を含む。以下「固

定源」という。）及び敷地内外においてタンクローリー等に積載の化学物質で有

毒ガスを発生させるおそれのあるもの（構成部材と反応する場合を含む。以下「可

動源」という。）の調査を網羅的かつ体系的に行い、想定される有毒ガスに対す

る考慮の方針を明確にしているかを審査した。 

 

２．設備及び手順等（第２０条及び第４４条、第２６条及び第４６条、第２

７条及び第４７条並びに重大事故等防止技術的能力基準１．０、１．１１、

１．１３、１．１４及び２．） 

有毒ガス発生時に、制御室、緊急時対策所等における対処要員の対処能力が損

なわれることがないよう、想定される有毒ガスによる影響を評価した上で、有毒

ガス防護に必要な設備及び手順等を適切に整備する方針であるかを審査した。な

お、工場等内における有毒ガスの発生の検出等については、有毒ガスの発生要因

等を踏まえた上で、計測制御系統施設ではなく、作業員等による化学薬品の漏え

い又は異臭等の異常（以下「化学薬品の漏えい等」という。）の確認及び通信連絡

設備を用いた制御室の運転員等への連絡により対処する方針を申請者が示して

いることから、考慮すべき有毒ガスの発生要因等に加え、確認、連絡等の実効性

を含め審査した。 

 

 

Ⅳ－１.１ 有毒ガスに対する設計方針（第９条及び第１２条関係） 

第９条の規定は、設計上考慮すべき自然現象（地震及び津波を除く。）及びその

組合せ（地震及び津波を含む。）並びに人為事象（故意によるものを除く。）により、

設計基準対象施設の安全機能が損なわれないよう設計することなどを要求してい

る。 

第１２条の規定は、再処理施設内における化学薬品の漏えいが発生した場合にお

いても設計基準対象施設の安全機能が損なわれないように設計することなどを要

求している。 

 

１．申請内容 

申請者は、有毒ガスの発生源について、第９条の要求に基づく外部からの衝撃
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（有毒ガス及び再処理事業所内における化学薬品の漏えい）による損傷の防止及

び第１２条の要求に基づく化学薬品の漏えいによる損傷の防止として、有毒ガス

の発生要因（揮発、分解、接触、燃焼等）を踏まえ、有毒ガスを発生させるおそ

れのある化学物質やそれらと反応する可能性のある構成部材を網羅的かつ体系

的に調査したとしている。それらにおける化学物質の種類、保有量等を踏まえ、

設計基準対象施設の安全機能に影響を及ぼすおそれのあるものに対して、制御室

及び緊急時対策所の換気設備の隔離（外気取入口の遮断）や運転員等の防護具の

着用等の対策を講じるとしている。 

なお、制御室及び緊急時対策所の換気設備の隔離や運転員等への防護対策に必

要な設備及び手順等の整備については、「Ⅳ－１.２.１ 制御室等及びその居住

性等に関する手順等（第２０条、第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

１１関係）」及び「Ⅳ－１.２.２ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順

等（第２６条、第４６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３関係）」で記

載する。 

 

２.審査結果 

規制委員会は、申請者の設計が、有毒ガスの発生源について、敷地内外の固定

源及び可動源を網羅的かつ体系的に調査し、設計基準対象施設の安全機能に影響

を及ぼすおそれのある有毒ガスに対して、既許可申請書の設計方針のとおり、制

御室及び緊急時対策所の換気設備の隔離や運転員等への防護対策を講じること

を確認したことから、第９条及び第１２条に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ－１.２ 設備及び手順等（第２０条及び第４４条、第２６条及び第４６

条、第２７条及び第４７条並びに重大事故等防止技術的能力基準１．０、１．

１１、１．１３、１．１４及び２．） 

前節で記載している有毒ガスに対する設計方針を踏まえて整備する設備及び手

順等について、以下の項目に整理して審査を行った。 

１．制御室等及びその居住性等に関する手順等（第２０条、第４４条及び重大事

故等防止技術的能力基準１．１１関係） 

２．緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等（第２６条、第４６条及び重

大事故等防止技術的能力基準１．１３関係） 

３．通信連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手順等（第２７条、

第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４関係） 

４．重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重大事故等防

止技術的能力基準１．０関係）及び大規模な自然災害又は故意による大型航空
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機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．関

係） 

 

 

Ⅳ－１.２.１ 制御室等及びその居住性等に関する手順等（第２０条、第４

４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１関係） 

第２０条第３項第１号は、設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を

確保するための措置をとるため、従事者が支障なく制御室に入り、又は一定期間と

どまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、制御室及びそ

の近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍において、工場等内における有毒ガスの発生

を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室に

おいて自動的に警報するための装置を設けることを要求している。 

同項の事業指定基準規則解釈は、「有毒ガスの発生源」とは、有毒ガスの発生時

において、運転員の対処能力が損なわれるおそれがあるものをいうとしており、「工

場等内における有毒ガスの発生」とは、有毒ガスの発生源から有毒ガスが発生する

ことをいうとしている。また、「工場等内における有毒ガスの発生を検出するため

の装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室において自動的に

警報するための装置」については、同解釈「有毒ガスの発生を検出し警報するため

の装置に関する要求事項（別記４）」により、工場等内における有毒ガスの発生源

（固定されているものに限る。）の近傍に、有毒ガスの発生又は発生の兆候を検出

する検出装置を設置すること等としている。 

第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１（以下「第４４条等」とい

う。）は、重大事故等が発生した場合においても運転員が制御室にとどまるために

必要な設備及び手順等の整備を要求している。 

第４４条等における「運転員がとどまるために必要な設備及び手順等」とは、以

下に掲げる措置等又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備及

び手順等としている。 

イ）重大事故が発生した場合の制御室の居住性について、以下の要件を満たすこ

と。 

・運転員のマスクの着用を考慮する場合は、実施のための体制を整備すること。 

・交代要員体制を考慮する場合は、実施のための体制を整備すること。 

 

１．第２０条の規制要求に対する設備及び手順等 

（１）申請内容 

申請者は、「Ⅳ－１.１ 有毒ガスに対する設計方針（第９条及び第１２条関

係）」に示す設計方針を踏まえ、以下のとおり有毒ガス防護に係る影響評価を
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実施した上で対策を講じることにより、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、

運転員の対処能力が著しく低下し、設計基準対象施設の安全機能が損なわれる

ことがない設計とするとしている。 

① 多様な化学薬品を取り扱うため、それらを考慮した設計がなされている

再処理施設の特徴を踏まえた上で、影響評価ガイドを参考に、固定源及び

可動源それぞれに対して、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。 

② 有毒ガス防護に係る影響評価に用いる化学物質の種類、保有量等を踏ま

えて評価条件を設定する。 

③ 有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、環境条件を考慮した上で、

有毒ガスが有意に制御室に到達する発生源を特定することとし、固定源に

ついては、いずれも制御室内の運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果

が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることを確認し、可動源につい

て化学薬品搬入時の漏えいを有毒ガスが有意に制御室に到達するものと

して特定した。 

④ 可動源に対しては、化学薬品の搬入に立ち会っている作業員等による化

学薬品の漏えい等の確認、通信連絡設備を用いた制御室内の運転員への連

絡、制御室換気設備の隔離や作業員、運転員等の防護具の着用等の対策に

より、運転員を防護できる設計とする。 

⑤ 有毒ガス防護に係る影響評価において有毒ガスの影響軽減で動作を期

待している換気設備等は、保守管理及び運用管理を適切に実施する。 

なお、上記④のうち通信連絡設備による連絡については、「Ⅳ－１.２.３ 通

信連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手順等（第２７条、第４

７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４関係）」で記載する。 

 

（２）審査結果 

規制委員会は、申請者の設計が、既許可申請書の設計方針のとおり、有毒ガ

スが発生した場合に、運転員の対処能力が著しく低下し、設計基準対象施設の

安全機能が損なわれることがないよう、再処理施設の特徴を踏まえ、有毒ガス

が有意に制御室に到達する発生源を特定し、実効性のある対策としていること

を確認したことから、第２０条に適合するものと判断した。 

 

２．第４４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

（１）申請内容 

申請者は、第４４条等の要求事項に対応するための設備及び手順等のうち、

有毒ガス防護に関連するものは、既許可申請書から変更がなく、以下の設備及

び手順等を整備する方針としている。 
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a. 制御室換気設備（外気遮断ダンパを含む。）、代替制御室送風機、可搬型

ダクト、可搬型酸素濃度計等による居住性の確保のための設備及び手順等。 

なお、上記の設備及び手順等のうち、通信連絡設備及びその手順等に関連す

る事項については「Ⅳ－１.２.３ 通信連絡を行うために必要な設備及び通信

連絡に関する手順等（第２７条、第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準

１．１４関係）」で記載する。 

上記に関して、以下の①のとおり重大事故等対処設備を整備し、②のとおり

の設計方針とし、③のとおりの手順等の方針とする。 

 

① 重大事故等対処設備の整備 

a. 居住性の確保のために、制御建屋中央制御室換気設備（外気遮断ダ

ンパを含む。）等を常設重大事故等対処設備として位置づけ、可搬型酸

素濃度計、可搬型二酸化炭素濃度計等を可搬型重大事故等対処設備と

して整備する。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

第３３条（重大事故等対処設備）の要求事項に対する共通的な設計方針

を踏まえた上記①に掲げる重大事故等対処設備の主な設計方針は、以下の

とおり。 

a. 居住性の確保のための設備 

・有毒ガスから制御室の要員を防護するため、制御建屋中央制御室換

気設備等の隔離が可能な設計とする。 

 

③ 手順等の方針 

手順等については、必要な手順等の明確化、必要な訓練の実施、夜間及

び停電時における作業環境の確保、適切なアクセスルートの選定、対処の

阻害要因の除去、現場との連絡手段の確保等、重大事故等防止技術的能力

基準１．０（手順等に関する共通的な要求事項）を踏まえた方針とする。

上記①に掲げる設備に係る主な手順等の方針は以下のとおり。 

a. 重大事故等への対処が開始されている状態で、化学薬品の漏えい等

を確認した場合には、制御建屋中央制御室換気設備等を遮断するため

の手順に着手する。また、制御室内の酸素濃度の有意な低下又は二酸

化炭素濃度の有意な上昇を確認した場合には、外気の取り入れのため

の換気を実施する。制御室内の要員は必要に応じて全面マスク等を着

用する。 

b. 出入管理区画用の資機材は、予備品を含め必要な数を確保する。 
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c. 全面マスク等を配備し、着用するとともに、交代要員体制を確保す

る。 

 

（２）審査結果 

規制委員会は、既許可申請書の設計方針のとおり、重大事故等が発生した場

合においても要員が制御室にとどまるために必要な設備及び手順等が、第４４

条等における各々の要求事項に対応し、適切に整備される方針であることから、

第４４条等に適合するものと判断した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。これらの確認に当たって、申請者が、第

３３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．０（手順等に関する共通的な要

求事項）（以下「第３３条等」という。）に従って重大事故等対処設備及び手順

等を適切に整備する方針であることを併せて確認した。 

① 第４４条等の要求事項イ）等に対応する対策に必要な重大事故等対処設

備を整備する方針であることを確認した。 

② 重大事故等対処設備について、第３３条（重大事故等対処設備）の要求

事項に対する共通的な設計方針を踏まえていること等を確認した。 

③ 第４４条等の要求事項イ）等に対応する手順等を整備する方針であるこ

とを確認した。また、重大事故等対処設備を用いた手順等について、重大

事故等防止技術的能力基準１．０（手順等に関する共通的な要求事項）に

適合していることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１.２.２ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等（第２６条、

第４６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３関係） 

第２６条第２項は、緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍に

は、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガス

の発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊

急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための

設備を設けることを要求している。 

同項の設置許可基準規則解釈は、「有毒ガスの発生源」とは、有毒ガスの発生時

において、指示要員の対処能力が損なわれるおそれがあるものをいうとしており、

「有毒ガスが発生した場合」とは、緊急時対策所の指示要員の吸気中の有毒ガスの

濃度が有毒ガス防護のための判断基準値を超えるおそれがあり、有毒ガスが緊急時

対策所の指示要員に及ぼす影響により、指示要員の対処能力が著しく低下し、安全

施設の安全機能が損なわれるおそれがあることをいうとしている。また、「工場等

内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生

18



12 
 

を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置」については、

同解釈「有毒ガスの発生を検出し警報するための装置に関する要求事項（別記４）」

により、工場等内における有毒ガスの発生源（固定されているものに限る。）の近

傍に、有毒ガスの発生又は発生の兆候を検出する検出装置を設置すること等として

いる。 

第４６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３（以下「第４６条等」とい

う。）は、緊急時対策所について、重大事故等が発生した場合においても当該重大

事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、以下の設備及び手順等を整

備すること等を要求している。 

イ）必要な指示を行う対策要員がとどまるために必要な設備及び手順等。 

ロ）必要な情報を把握できる設備及び手順等。 

ハ）再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な設備及び手順等。 

また、上記イ）からハ）については、以下の措置等又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を講じたものを整備することとしている。 

ニ）緊急時対策所の居住性が確保され、対策要員がとどまることができるように、

適切な遮蔽設計及び換気設計を行うこと。 

ホ）対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線管理が十分でき

ること。 

ヘ）資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 

 

１．第２６条の規制要求に対する設備及び手順等 

（１）申請内容 

申請者は、「Ⅳ－１.１ 有毒ガスに対する設計方針（第９条及び第１２条関

係）」に示す設計方針を踏まえ、以下のとおり有毒ガス防護に係る影響評価を

実施した上で対策を実施することにより、有毒ガスが緊急時対策所で設計基準

事故及び重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員（以下「必要な指

示を行う要員」という。）の対処能力が著しく低下し、設計基準対象施設の安全

機能が損なわれることがない設計とするとしている。 

① 有毒ガス防護に係る影響評価は、Ⅳ－１.２.１①と同様に実施する。 

② 評価条件は、Ⅳ－１.２.１②と同じとする。 

③ 固定源及び可動源の特定については、Ⅳ－１.２.１③と同じとし、固定

源については、緊急時対策所においても、必要な指示を行う要員の吸気中

の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回る

ことを確認し、可動源について化学薬品搬入時の漏えいを有毒ガスが有意

に緊急時対策所に到達するものとして特定した。 
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④ 可動源に対しては、Ⅳ－１.２.１④により連絡を受けた制御室内の運転

員による緊急時対策所内の必要な指示を行う要員への連絡、緊急時対策所

換気設備の隔離、作業員、必要な指示を行う要員等の防護具の着用等の対

策により、必要な指示を行う要員を防護できる設計とする。 

⑤ 有毒ガス影響を軽減することを期待する換気設備等の保守管理につい

てはⅣ－１.２.１⑤と同様に実施する。 

なお、上記④のうち通信連絡設備による連絡については、「Ⅳ－１.２.３ 通

信連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手順等（第２７条、第４

７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４関係）」で記載する。 

 

（２）審査結果 

規制委員会は、申請者の設計が、既許可申請書の設計方針のとおり、有毒ガ

スが発生した場合に、必要な指示を行う要員の対処能力が著しく低下し、設計

基準対象施設の安全機能が損なわれることがないよう、制御室と同様に、再処

理施設の特徴を踏まえ、有毒ガスが有意に緊急時対策所に到達する発生源を特

定し、実効性のある対策としていることを確認したことから、第２６条に適合

するものと判断した。 

 

２．第４６条等の規制要求に対する設備及び手順等 

（１）申請内容 

申請者は、第４６条等の要求事項に対応するための設備及び手順等のうち、

有毒ガス防護に関連するものは、既許可申請書から変更がなく、以下の設備及

び手順等を整備する方針としている。 

a. 緊急時対策所の居住性を確保するための設備及び手順等 

b. 情報把握を行うための設備及び手順等 

c. 通信連絡を行うための設備及び手順等 

なお、上記の設備及び手順等のうち、通信連絡設備及びその手順等に関連す

る事項については、「Ⅳ－１.２.３ 通信連絡を行うために必要な設備及び通

信連絡に関する手順等（第２７条、第４７条及び重大事故等防止技術的能力基

準１．１４関係）」で記載する。 

上記に関して、以下の①のとおり重大事故等対処設備を整備し、②のとおり

の設計方針とし、③のとおりの手順等の方針とする。 

 

① 重大事故等対処設備の整備 

a. 緊急時対策所の居住性を確保するため、緊急時対策建屋換気設備

（緊急時対策建屋送風機、緊急時対策建屋排風機、緊急時対策建屋フ
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ィルタユニット、緊急時対策建屋加圧ユニット、緊急時対策建屋換気

設備ダクト・ダンパ、対策本部室差圧計、待機室差圧計等をいう。以

下同じ。）を常設重大事故等対処設備として設置し、緊急時対策建屋環

境測定設備（可搬型酸素濃度計、可搬型二酸化炭素濃度計等）を可搬

型重大事故等対処設備として整備する。 

b. 必要な情報を把握するために、情報収集装置、情報表示装置等を常

設重大事故等対処設備として設置する。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

第３３条（重大事故等対処設備）に関する共通的な設計方針を踏まえた

上記①に掲げる重大事故等対処設備の主な設計方針は、以下のとおり。 

a. 緊急時対策所の居住性を確保するための設備 

・有毒ガスから緊急時対策所の要員を防護するため、緊急時対策所換

気設備の隔離（外気取入口の遮断）が可能な設計とする。 

b. 情報を把握するための設備 

・情報収集装置、情報表示装置等は、それぞれ 2台ずつ設置すること

で多重性を確保する設計とする。 

 

③ 手順等の方針 

緊急時対策所は、重大事故が発生するおそれがある場合等、非常時対策

組織を設置するための準備として、立ち上げる。 

手順等については、必要な手順等の明確化、必要な訓練の実施、夜間及

び停電時における作業環境の確保、適切なアクセスルートの選定、対処の

阻害要因の除去、現場との連絡手段の確保等、重大事故等防止技術的能力

基準１．０（手順等に関する共通的な要求事項）を踏まえた方針とする。

上記①に掲げる設備に係る主な手順等の方針は以下のとおり。 

a. 重大事故等への対処が開始されている状態で、化学薬品の漏えい等

を確認した場合には、緊急時対策建屋換気設備を遮断するための手順

に着手するとともに、緊急時対策建屋換気設備の再循環モードへの切

替えの手順に着手する。また、緊急時対策所内の酸素濃度の有意な低

下又は二酸化炭素濃度の有意な上昇を確認した場合には、外気の取り

入れのための換気を実施する。緊急時対策所内の要員は必要に応じて

全面マスク等を着用する。 

b. 緊急時対策所を立ち上げた場合には、緊急時対策所の情報収集装置、

情報表示装置等による情報収集の手順に着手する。 

c. 非常時対策組織の要員の装備（個人線量計、防護具等）を配備する
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とともに、放射線管理を実施する手順を整備する。 

d. 全面マスク等を配備するとともに、交代要員体制を確保する。 

e. 重大事故等対策の検討に必要な資料を配備し、常に最新となるよう

維持及び管理する。 

 

（２）審査結果 

規制委員会は、既許可申請書の設計方針のとおり、緊急時対策所及びその居

住性等に関する措置を行うための設備及び手順等が、第４６条等における各々

の要求事項に対応し、適切に整備される方針であることから、第４６条等に適

合するものと判断した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。これらの確認に当たって、申請者が、第

３３条等に従って重大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であ

ることを併せて確認した。 

① 第４６条等の要求事項イ）から同ハ）に対応する対策に必要な重大事故

等対処設備を整備する方針であることを確認した。 

② 重大事故等対処設備について、第３３条（重大事故等対処設備）の要求

事項に対する共通的な設計方針を踏まえていること、また、第４６条等の

要求事項ニ）に適合する設計方針であることを確認した。 

③ 第４６条等の要求事項イ）から同へ）に対応する手順等を整備する方針

であることを確認した。また、重大事故等対処設備を用いた手順等につい

て、重大事故等防止技術的能力基準１．０（手順等に関する共通的な要求

事項）に適合していることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１.２.３ 通信連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手

順等（第２７条、第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４関係） 

第２７条第１項は、設計基準事故が発生した場合において、事業所内の人に必要

な指示をするために多様性を確保した通信連絡設備を設けることを要求している。

また、同条第２項は、事業所外の必要な場所と通信連絡するために多様性を確保し

た専用通信回線を設けることを要求している。 

第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４（以下「第４７条等」とい

う。）は、再処理施設の内外の通信連絡をする必要がある場所との通信連絡を行う

ために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第４７条等における「再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又は

これらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 
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イ）代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの受電が可能な通信連

絡設備及び手順等。 

ロ）計測等を行った重要なパラメータを必要な場所で共有する手順等。 

 

１．第２７条の規制要求に対する設備 

（１）申請内容 

申請者は、第２７条の要求事項に対応するための設備のうち、化学薬品の漏

えい等を確認した場合における作業員、制御室内の運転員、緊急時対策所内の

必要な指示を行う要員等間の連絡に関連するものは、既許可申請書から変更が

なく、以下の設備を整備する方針としている。 

① 事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、有線回線又は無線回線に

よる通信方式の多様性を有した通信連絡設備として、ページング装置、所

内携帯電話、専用回線電話等を設置する。 

② 事業所外の国、地方公共団体、その他関係機関等と連絡できるよう、一

般携帯電話、衛星携帯電話等を設置する。 

③ 外部電源により動作する通信連絡設備は、非常用所内電源又は無停電電

源に接続するか、蓄電池を内蔵する設計とする。 

 

（２）審査結果 

規制委員会は、既許可申請書の設計方針のとおり、有毒ガスが発生した場合

に、事業所内の人に必要な指示ができ、事業所外の必要な場所と通信連絡でき

るよう多様性を有する通信連絡設備が、適切に整備され、外部電源により動作

する通信連絡設備等については、外部電源を期待できない場合でも動作可能な

設計とする方針であることから、第２７条に適合するものと判断した。 

 

２．第４７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

（１）申請内容 

申請者は、第４７条等の要求事項に対応するための設備及び手順等のうち、

有毒ガス防護に関連するものは既許可申請書から変更がなく、以下の設備及び

手順等を整備する方針としている。 

a. 本再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡を行うための可搬型衛

星電話、可搬型トランシーバ、可搬型通話装置等の設備及び手順等。 

b. 計測等を行った重要なパラメータを本再処理施設の内外の必要な場所

で共有するための手順等。 

上記に関して、以下の①のとおり重大事故等対処設備を整備し、②のとおり

の設計方針とし、③のとおりの手順等の方針とする。 
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① 重大事故等対処設備の整備 

a. 本再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡のために代替通話

系統、ページング装置、所内携帯電話（交換機を含む。以下同じ。）、

専用回線電話等を常設重大事故等対処設備として設置し、可搬型衛星

電話、可搬型トランシーバ、可搬型通話装置等を可搬型重大事故等対

処設備として整備する。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

第３３条（重大事故等対処設備）の要求事項に対する共通的な設計方針

を踏まえた上記①に掲げる重大事故等対処設備の主な設計方針は、以下の

とおり。 

a. 通信連絡設備は、可搬型発電機、非常用発電機、充電池又は乾電池

から給電され、電源の多様性を有する設計とする。 

また、有線回線、無線回線又は衛星回線による通信方式とし、通信

方式に多様性を有する設計とする。 

 

③ 手順等の方針 

手順等については、必要な手順等の明確化、必要な訓練の実施、夜間及

び停電時における作業環境の確保、適切なアクセスルートの選定、対処の

阻害要因の除去、現場との連絡手段の確保等、重大事故等防止技術的能力

基準１．０（手順等に関する共通的な要求事項）を踏まえた方針とする。

上記①に掲げる設備に係る主な手順等の方針は以下のとおり。 

a. 代替電源設備からの給電 

外部電源及び非常用所内電源からの給電ができない場合には、代替

電源の可搬型発電機又は非常用発電機への通信連絡設備の接続の手

順に着手する。この手順では、可搬型発電機の設置、通信連絡設備の

接続等を実施する。 

b. 重要なパラメータの必要な場所での共有 

重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合には、その結

果を現場（屋内）と現場（屋外）との間の連絡には可搬型通話装置を、

現場（屋外）と制御室又は緊急時対策所との間の連絡には可搬型衛星

電話及び可搬型トランシーバを、制御室と緊急時対策所との間の連絡

には可搬型衛星電話及び可搬型トランシーバをそれぞれ使用し、使用

する端末のケーブルの接続、連絡等の重要なパラメータを共有する手

順に着手する。また、全交流動力電源喪失を伴わない対処においては、
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ページング装置、所内携帯電話、専用回線電話等を使用する。 

 

（２）審査結果 

規制委員会は、既許可申請書の設計方針のとおり、本再処理施設の内外の必

要な場所との通信連絡を行うために必要な設備及び手順等が、第４７条等にお

ける各々の要求事項に対応し、適切に整備される方針であることから、第４７

条等に適合するものと判断した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。これらの確認に当たっては、申請者が、

第３３条等に従って重大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針で

あることを併せて確認した。 

① 第４７条等の要求事項イ）に対応する対策に必要な重大事故等対処設備

を整備する方針であることを確認した。 

② 重大事故等対処設備について、第３３条（重大事故等対処設備）の要求

事項に対する共通的な設計方針を踏まえていること、また、第４７条等の

要求事項イ）に適合する設計方針であることを確認した。 

③ 第４７条等の要求事項イ）及び同ロ）に対応する手順等を整備する方針

であることを確認した。また、重大事故等対処設備を用いた手順等につい

て、重大事故等防止技術的能力基準１．０（手順等に関する共通的な要求

事項）等に適合していることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１.２.４ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事

項（重大事故等防止技術的能力基準１．０関係）及び大規模な自然災害又は

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止

技術的能力基準２．関係） 

重大事故等防止技術的能力基準１．０は、有毒ガス発生時の運転・対処要員の防

護に関する手順書の整備として、以下に掲げる措置を要求している。 

a. 運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値

以下とするための手順と体制を整備すること。 

b. 予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、制御室の運転員及び緊急時対策所

における重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応

を行う者に対する防護具の配備、着用等運用面の対策を行うこと。 

c. 事業指定基準規則第４７条等に規定する通信連絡設備により、有毒ガスの発

生を制御室の運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員に知らせること。 

重大事故等防止技術的能力基準２．は、大規模損壊が発生した場合における体制

の整備に関し、申請者において、以下の項目についての手順書が適切に整備されて
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いること又は整備される方針が示されていること、加えて、当該手順書に従って活

動を行うための体制及び資機材が適切に整備されていること又は整備される方針

が示されていることを要求している。 

一 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。 

二 使用済燃料貯蔵設備の水位を確保するための対策及び使用済燃料の著しい

損傷を緩和するための対策に関すること。 

三 放射性物質及び放射線の放出を低減するための対策に関すること。 

 

１．申請内容 

申請者は、以下のとおり有毒ガス防護に配慮して必要な手順書等を整備する方

針としている。 

・化学薬品の漏えい等を確認し、緊急時対策所内の必要な指示を行う要員まで

通信連絡設備により連絡する手順書を整備する。 

・重大事故等対処に必要な指示及び操作を行うことができるよう、制御室及び

緊急時対策所の要員に対しては、換気設備の隔離並びに有毒ガスの種類及び

濃度に応じた適切な防護具の着用を行う手順書を整備する。屋外及び屋内で

重大事故等対処を行う実施組織要員は、有毒ガスの影響の少ないアクセスル

ートを選択し、有毒ガスの種類及び濃度に応じた適切な防護具を着用する手

順書を整備する。その際、防護具を配備し、補給等の支援についても実施す

る。 

また、上記以外の重大事故等防止技術的能力基準１．０及び２．の要求事項に

対応するための手順等のうち、有毒ガス防護に関連するものは、既許可申請書か

ら変更がなく、以下の手順等を整備する方針としている。 

・重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬する

ため、又は他の設備の被害状況を把握するため、事業所内の道路及び通路が

確保できるようアクセスルートを確保し、障害物を除去可能なホイールロー

ダ等の重機を運転できる要員を確保する。 

・地震による周辺斜面の崩落、津波による浸水等の外部事象の影響を受けにく

い場所に位置的分散を考慮して資機材等を保管する。 

・大規模損壊発生時において、事故対応を行うに当たり、化学薬品の漏えい及

び有毒ガスの発生を考慮した防護具等の必要な資機材を整備する。 

・協力会社等の関係機関との協議及び合意の上、外部からの支援計画を定める。 

・本再処理施設の状態の把握及び重大事故等対策について適切な判断を行うた

め、必要となる情報の種類、その入手の方法を整理するとともに、判断基準

を明確にし、手順書を整備する。 

・有毒ガスの発生を想定した事故時対応訓練を実施する。 
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・重大事故等対策を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を行う支援組

織の役割分担、責任者等を定める。 

なお、通信連絡設備については、既許可申請書において示した通信連絡設備を

使用するとしており、通信連絡設備及びその手順等に関連する事項については、

「Ⅳ－１.２.３ 通信連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手順

等（第２７条、第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４関係）」で記

載する。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、既許可申請書の設計方針のとおり、申請者が、化学薬品の漏え

い等を確認した場合に、事故対策に必要な指示及び操作を行うことができるよう、

有毒ガス防護に配慮して各手順を整備することとしていることを確認したこと

から、重大事故等防止技術的能力基準１．０及び２．に適合するものと判断した。

なお、各手順等における固有の要求事項に対する審査結果については、「Ⅳ－１.

２.１ 制御室等及びその居住性等に関する手順等（第２０条、第４４条及び重

大事故等防止技術的能力基準１．１１関係）」から「Ⅳ－１.２.３ 通信連絡を

行うために必要な設備及び通信連絡に関する手順等（第２７条、第４７条及び重

大事故等防止技術的能力基準１．１４関係）」で記載している。 
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Ⅳ－２ 第２低レベル廃棄物貯蔵設備等の共用 

申請者は、第２低レベル廃棄物貯蔵設備等について、廃棄物管理施設と共用し、

廃棄物管理施設の管理区域で発生する布、フィルタ等の放射性廃棄物をドラム缶等

に封入した上で保管廃棄するとしている。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．安全機能の確保に係る設計方針（第１５条関係） 

２．保管廃棄施設に係る設計方針（第２２条関係） 

 

規制委員会は、これらの項目について、本申請の内容を確認した結果、事業指定

基準規則に適合するものと判断した。 

各項目についての審査内容は以下のとおり。   

 

１．安全機能の確保に係る設計方針（第１５条関係） 

規制委員会は、第１５条の規定に対して、申請者が、保管廃棄する廃棄物管理

施設の放射性廃棄物は、再処理施設のものと同様に管理区域で発生する布、フィ

ルタ等で、表面線量当量率を再処理施設のものと同等に管理するとしており、廃

棄物管理施設からの放射性廃棄物を保管廃棄する場合でも、共用する設備の使用

場所、使用方法等はこれまでと同様であり、共用の影響を受けることはなく、本

再処理施設の安全性が損なわれない設計とする方針であることを確認した。 

 

２．保管廃棄施設に係る設計方針（第２２条関係） 

規制委員会は、第２２条の規定に対して、申請者が、本再処理施設並びに第２

低レベル廃棄物貯蔵設備を共用する日本原燃株式会社再処理事業所ウラン・プル

トニウム混合酸化物燃料加工施設及び廃棄物管理施設において今後発生が想定

される放射性廃棄物の発生量を考慮しても、十分な貯蔵容量を確保した設計とす

る方針であることを確認した。 
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Ⅴ 審査結果 

日本原燃株式会社が提出した「再処理事業所再処理事業変更許可申請書」（令和

3年 4 月 28 日申請、令和 4年 7月 25 日補正）を審査した結果、当該申請は、原子

炉等規制法第４４条の２第１項第２号及び第４号に適合しているものと認められ

る。 
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【別紙 2】 

 

 

（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 原子力委員会 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

日本原燃株式会社再処理事業所における再処理の事業の変更許可に

関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、令和３年４月２８日付け２０２１再計発第６５号（令和４

年７月２５日付け２０２２再計発第１１２号をもって一部補正）をもって、日本

原燃株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４４

条の４第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、同条第３

項において準用する同法第４４条の２第１項各号のいずれにも適合していると

認められるので、同法第４４条の４第３項において準用する同法第４４条の２

第２項の規定に基づき、別紙のとおり同条第１項第１号に規定する基準の適用

について、貴委員会の意見を求める。  
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（別紙） 

 

日本原燃株式会社再処理事業所再処理事業変更許可申請書の核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準

への適合について 

 

令和３年４月２８日付け２０２１再計発第６５号（令和４年７月２５日付け

２０２２再計発第１１２号をもって一部補正）をもって、日本原燃株式会社 代

表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏から、核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第

４４条の４第１項の規定に基づき提出された再処理事業所再処理事業変更許可

申請書に対する同条第３項において準用する法第４４条の２第１項第１号に規

定する基準への適合については以下のとおりである。 

 

本件申請については、引き続き従来どおり、以下のことから、再処理施設が平

和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

・申請者は、原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）にのっとり、厳に平

和利用に限り再処理事業を行うとしていること。 

・申請者は、「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」（平成３０

年７月原子力委員会決定）を踏まえ再処理事業を行うとしていること。 

・申請者が行う再処理事業については、原子力発電における使用済燃料の再処

理等の実施に関する法律（平成１７年法律第４８号）に基づき、経済産業大

臣により設立の認可を受けた使用済燃料再処理機構（以下「機構」という。）

が行う業務の一部が委託されるものであり、機構と申請者は現に使用済燃料

再処理役務委託契約（以下「役務契約」という。）を締結しており、申請者

は同契約に基づき再処理事業を行うとしていること。なお、機構は、業務開

始に際して、使用済燃料再処理等実施中期計画を定め、経済産業大臣の認可

を受けることとされ、経済産業大臣は、同計画の認可にあたり原子力委員会

の意見を聴くこととされているところ、同計画は既に認可されている。 

・申請者は、使用済燃料から分離されたウラン酸化物及びウラン・プルトニウ

ム混合酸化物は原子炉の燃料として平和の目的に限り利用するために、機構

との役務契約に基づき特定実用発電用原子炉設置者に引渡すとしているこ

と。 
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【別紙 3】 

 

（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 経済産業大臣 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

日本原燃株式会社再処理事業所における再処理の事業の変更許可に

関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、令和３年４月２８日付け２０２１再計発第６５号（令和４

年７月２５日付け２０２２再計発第１１２号をもって一部補正）をもって、日本

原燃株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４４

条の４第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があった。 

審査の結果、別紙のとおり同法第４４条の４第３項において準用する同法第

４４条の２第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同法第７

１条第２項の規定に基づき、貴職の意見を求める。 
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（別紙） 

 

日本原燃株式会社再処理事業所再処理事業変更許可申請書の核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準

への適合について 

 

令和３年４月２８日付け２０２１再計発第６５号（令和４年７月２５日付け

２０２２再計発第１１２号をもって一部補正）をもって、日本原燃株式会社 代

表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏から、核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第

４４条の４第１項の規定に基づき提出された再処理事業所再処理事業変更許可

申請書に対する同条第３項において準用する法第４４条の２第１項各号に規定

する基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４４条の２第１項第１号 

本件申請については、引き続き従来どおり、以下のことから、再処理施設が

平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

・申請者は、原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）にのっとり、厳に

平和利用に限り再処理事業を行うとしていること。 

・申請者は、「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」（平成３

０年７月原子力委員会決定）を踏まえ再処理事業を行うとしていること。 

・申請者が行う再処理事業については、原子力発電における使用済燃料の再

処理等の実施に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠

出金法」という。）に基づき、経済産業大臣により設立の認可を受けた使

用済燃料再処理機構（以下「機構」という。）が行う業務の一部が委託さ

れるものであり、機構と申請者は現に使用済燃料再処理役務委託契約（以

下「役務契約」という。）を締結しており、申請者は同契約に基づき再処

理事業を行うとしていること。なお、機構は、業務開始に際して、使用済

燃料再処理等実施中期計画を定め、経済産業大臣の認可を受けることとさ

れ、経済産業大臣は、同計画の認可にあたり原子力委員会の意見を聴くこ

ととされているところ、同計画は既に認可されている。 

・申請者は、使用済燃料から分離されたウラン酸化物及びウラン・プルトニ

ウム混合酸化物は原子炉の燃料として平和の目的に限り利用するために、

機構との役務契約に基づき特定実用発電用原子炉設置者に引渡すとして

いること。 

 

２．法第４４条の２第１項第２号 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の再処理の事業を適

確に遂行するに足りる技術的能力があると認められる。 
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３．法第４４条の２第１項第３号 

本件申請については、工事を伴わず、追加の資金の調達は発生しないこと、

また、事業遂行のための資金調達等については従来どおりで変更がないことか

ら、申請者には本件事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があると認めら

れる。 

 

４．法第４４条の２第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃

料、使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物による災害

の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合す

るものであると認められる。 

 

５．法第４４条の２第１項第５号 

本件申請については、再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４４条第２項第９号の

体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると認められ

る。 
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【参考 1】 

【参照条文】 
 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄） 

(昭和 32 年法律第 166 号) 

 
（事業の指定） 
第四十四条 再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、

原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 
２ 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力

規制委員会に提出しなければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
二 再処理設備及びその附属施設（以下「再処理施設」という。）を設置す

る工場又は事業所の名称及び所在地 
三 再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力 
四 再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法 
五 再処理施設の工事計画 
六 使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法 
七 再処理施設における放射線の管理に関する事項 
八 再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が

発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の

整備に関する事項 
九 再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に

関する事項 
 

（指定の基準） 
第四十四条の二 原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場

合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると

きでなければ、同項の指定をしてはならない。 
一 再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 
二 重大事故（核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力規制委員会

規則で定める重大な事故をいう。第四十八条第一項及び第五十条の四の二

第二項第二号において同じ。）の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力その他の再処理の事業を適確に遂行するに

足りる技術的能力があること。 
三 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。 
四 再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離さ

れた物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がない

ものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであるこ

と。 
五 前条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合
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するものであること。 
２ 原子力規制委員会は、前条第一項の指定をする場合においては、あらかじ

め、前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴か

なければならない。 
 
（変更の許可及び届出） 
第四十四条の四 第四十四条第一項の指定を受けた者（以下「再処理事業者」

という。）は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第八号まで

に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子

力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる

事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限

りでない。 
２ 再処理事業者は、第四十六条の六第一項に規定する場合を除き、第四十四

条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から

三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項

第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、

同様とする。 
３ 第四十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。 
 
（許可等についての意見等） 
第七十一条 原子力規制委員会は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、

第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二

項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項若しくは第四十

三条の三の二十五第一項の規定による許可をし、又は第三十一条第一項若

しくは第四十三条の三の十八第一項の規定による認可をする場合（以下こ

の項において「許可等をする場合」という。）においては、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の意見を聴かなけ

ればならない。 
一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 経済産業大臣（試験研究の用に

供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び経済産業大臣） 
二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 国土交通大臣（試験研

究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通

大臣） 
三 試験研究の用に供する原子炉に係る許可等をする場合（前二号に該当す

るものを除く。） 文部科学大臣 
２ 原子力規制委員会は、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定に

よる指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第四十三

条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条

の二第一項、第五十一条の五第一項若しくは第五十一条の十九第一項の規

定による許可をし、又は第八条第一項、第十八条第一項、第四十三条の十四
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第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定に

よる認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かな

ければならない。 
 
 
原子力規制委員会行政文書管理要領（制定 平成 24 年 9 月 19 日原規総発第

120919005 号 原子力規制委員会決定）（抄） 

（最終改正：令和 4年 3月 8日原規総発第 2203085 号原子力規制委員会決定） 

 

（専決処理） 

第二十四条 別表第２から第５に掲げる専決事項に該当する決裁文書は、委員

会行政文書管理規則及び要領の改正（軽易なものを除く。）及び廃止並びに事

の異例に属するものを除き、同表の専決者欄に掲げる者が専決処理すること

ができる。この場合には、同表の合議者欄に掲げる者に合議しなければならな

い。 

 

（公印及び契印の省略） 

第三十二条 前条第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる施行文書については、

発信者名の下に「（公印省略）」の文字を付記することにより、公印及び契印の

押印を省略することができる。 

(1)環境省、委員会内部部局、施設等機関及び地方環境事務所又は他の行政機

関に発出する施行文書 

(2)前号に掲げるもののほか、一般に公表する文書、情報提供を行うための文

書、定例的な通知書、依頼文書、回答文書その他の偽造されるおそれが少ない

文書（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法

律第 166 号）、放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 167

号）、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）、原子力災害対策特別措置法（平

成 11 年法律第 156 号）、情報公開法及び行政機関の保有する個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）並びにこれらの関係法令に基づくも

のを除く。） 
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別表第 3（原子力規制法令） 

(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律

第 166 号）関係 

事 

項 

番 

号 

主管課等 

 

専決事項 専決者 合議者 委員会へ

の報告の

要否 

73 部門（部安全

規制管理官に

係るものに限

る。） 

原子炉等規制法第４４条

の４第１項の規定による

再処理事業の変更の許可

（重要なものを除く。）

に関すること。 

長官  要 
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六ヶ所再処理施設及び廃棄物管理施設
事業変更許可申請に係る審査結果（案）の

概要

原子力規制庁

※ 本資料は、審査の概要を分かりやすく表現することを目的としているため、できる限り平易な記載とし、言い換え
等を行っています。具体的な審査内容及び審査結果については、審査書案を御参照ください。

【参考2】
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＜再処理施設＞

① 平成29年4月に改正された事業指定基準規則※1等に対する、再処理施設の有
毒ガスの発生に係る防護方針

なお、本件に関して設備の追加、工事を伴わない。

② 廃棄物管理施設の管理区域で発生する布、フィルタ等の放射性廃棄物を保管
廃棄するため、再処理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵設備※2及びその関連設
備※3を廃棄物管理施設と共用

＜廃棄物管理施設＞

③ 再処理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵設備※2及びその関連設備※3を共用

※1 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

※2 低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

※3 火災防護設備、放射線サーベイ機器、運転予備用ディーゼル発電機等

変更の内容

1
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2021年 4月28日 日本原燃から事業変更許可の申請

2021年 5月17日～
2022年 6月13日 公開の審査会合を実施（計5回）

2022年 7月25日 日本原燃から事業変更許可申請書の補正

再処理施設及び廃棄物管理施設の審査の経緯

2
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多様な化学薬品を取り扱う再処理施設の特徴を踏まえ、主に以下の点を確認し、事
業指定基準規則等に適合していると判断した。

• 再処理事業所の敷地内外において、有毒ガスの発生要因（揮発、分解、接触、燃
焼等）を踏まえ、有毒ガスを発生させるおそれのある化学物質やそれらと反応す
る可能性のある構成部材を網羅的かつ体系的に調査していること

• 有毒ガスの発生に関与する化学物質の種類、保有量等を踏まえて、有毒ガス防
護に係る影響評価を実施していること

• 上記の結果を踏まえ、考慮すべき有毒ガスに対し実効性のある対策を講じてい
ること

化学薬品の搬入に立ち会っている作業員等による化学薬品の漏えい又は
異臭等の異常の確認
上記作業員、制御室内の運転員、緊急時対策所内の必要な指示を行う要
員等※4間の連絡
制御室換気設備及び緊急時対策所換気設備の隔離（外気取入口の遮断）
作業環境に応じた作業員、運転員等の防護具の着用 等

なお、上記の対策は、既許可申請書の設計方針のとおりであり、今回の変更に
伴う施設の追加はない。

※4 地震発生後の現場点検、火災発生時の消火活動、安全機能を有する設備の修理などの現場対応を行う者、重大事
故等対処を行う非常時対策組織の要員等

有毒ガス防護に係る審査の概要（再処理施設のみ）

3
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4

出典：再処理事業所廃棄物管理事業変更許可申請書
（https://www.nra.go.jp/data/000399192.pdf）に一部加筆

廃棄物管理施設 固体廃棄物貯蔵室（既許可）

雑固体廃棄物貯蔵能力 約1,200本（200ℓドラム缶換算）

再処理施設 第２低レベル廃棄物貯蔵設備（申請対象）

雑固体廃棄物貯蔵能力 約12,700本（200ℓドラム缶換算）

廃棄物貯蔵設備等の共用に係る審査の概要(再処理施設、廃棄物管理施設)
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再処理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵設備等の廃棄物管理施設との共用につい
ては、主に以下の点を確認し、事業指定基準規則等に適合していると判断した。

• 廃棄物貯蔵設備を共用する両施設等において、今後発生が想定される廃棄物
の発生量を考慮しても、十分な貯蔵容量を確保した設計とすること

• 共用する設備において保管廃棄する廃棄物は、再処理施設のものと同様であり、
設備の共用により、両施設の安全性が損なわれない設計とすること

5

廃棄物貯蔵設備等の共用に係る審査の概要(再処理施設、廃棄物管理施設)
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6
出典：六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性 安全審査 整理資料 第１２条 化学薬品の漏えいによる損傷
の防止(https://www.nsr.go.jp/data/000398396.pdf)に一部加筆

有毒ガス発生源となりう
る主な化学物質等※5

左記物質との反応等の相手とな
る主な化学物質等※6

発生する主な有
毒ガス

硝酸 硝酸ヒドラジン アジ化水素
• 亜硝酸ナトリウム、溶融塩
（硝酸ナトリウム，亜硝酸ナト
リウム、硝酸カリウム）

• 炭素鋼、アルミニウム、銅、
亜鉛

• 熱、光

窒素酸化物

• 炭酸ナトリウム
• 活性炭

二酸化炭素

硝酸ヒドラジン 水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウ
ム、硝酸ナトリウム

窒素酸化物

硝酸ヒドロキシルアミン 水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウ
ム

窒素酸化物
アンモニア

炭素鋼 亜酸化窒素
硝酸

亜鉛、銅 窒素酸化物
アンモニア

溶融塩（硝酸ナトリウム，
亜硝酸ナトリウム，硝酸
カリウム）

• アルミニウム、亜鉛
• 熱、光

窒素酸化物

微生物 アンモニア
亜硝酸ナトリウム • アルミニウム、亜鉛

• 熱、光
窒素酸化物

微生物 アンモニア
液体二酸化窒素 光 一酸化窒素
一酸化窒素 光 二酸化窒素
液体二酸化窒素/NOxガ
ス/一酸化窒素

水 硝酸

廃水処理剤（ポリアクリ
ルアミド等）

熱、光 窒素酸化物

有毒ガス発生源となり
うる主な化学物質等※5

左記物質との反応等の相手
となる主な化学物質等※6

発生する主な有
毒ガス

n-ドデカン 熱、光 炭化水素

一酸化炭素

二酸化炭素

炭酸ナトリウム 熱、光 二酸化炭素

メタノール 硫酸 一酸化炭素

二酸化炭素

硫黄酸化物

セルロース、
エチレングリコール

熱、光 一酸化炭素

二酸化炭素

次亜塩素酸ナトリウム • ポリ塩化アルミニウム
• 炭素鋼、ステンレス鋼、ア
ルミニウム、銅、亜鉛、木
材、紙類

• 熱、光

塩素

硫酸 次亜塩素酸ナトリウム 塩素

熱 硫黄酸化物

硫酸ナトリウム 熱、光 硫黄酸化物

微生物 硫化水素

硫酸カルシウム 熱 硫黄酸化物

微生物 硫化水素

リン酸 熱 リン酸化物

化学反応等により発生が想定される主な有毒ガス

※5 当該物質自身が有毒ガスに該当するものを含む。
※6 構成部材、環境要因等

（参考）
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